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令和２年分　給与所得者の扶養控除等申告書のチェックポイント

１　氏名、住所などの記入

❶ 所轄税務署長等
給与の支払者の所在地等の所轄税務署長とあなたの住所地等の市区町村
長を記載します。

❷ 給与の支払者の法人（個人）番号
この申告書を受理した給与の支払者が、給与の支払者の個人番号又は法
人番号を付記します。
（注） 給与の支払者が法人の場合は、給与の支払者の法人番号をあらかじ

め記載（印字）して、給与所得者に配付しても差し支えありません。

❸ あなたの個人番号
あなたの個人番号を記載する必要がありますが、一定の要件の下、個人
番号の記載を要しない場合がありますので、給与の支払者に確認してく
ださい。

❹ 従たる給与についての扶養控除等申告書の提出
２か所以上から給与の支払を受けている人が、他の給与の支払者に「従
たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している場合に〇を付け
ます。

❶ A　源泉控除対象配偶者
あなた（令和２年中の合計所得金額の見積額が９００万円以下の人に限り
ます。）と生計を一にする配偶者（青色事業専従者として給与の支払を
受ける人及び白色事業専従者を除きます。）で令和２年中の合計所得金
額の見積額が９５万円以下の人について記載します。
なお、年末調整において、配偶者（特別）控除の適用を受けるには、こ
の欄の記載の有無に関わらず「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提
出が必要です。

❷ B　控除対象扶養親族
年齢１６歳以上（平成１７年１月１日以前生）の扶養親族について記載します。
※ 「扶養親族」とは、あなたと生計を一にする親族（配偶者、青色事業
専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。）
で令和２年中の合計所得金額の見積額が４８万円以下の人をいいます。
　 なお、児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子や老人
福祉法の規定により養護を委託されたいわゆる養護老人で、あなたと
生計を一にし、令和２年中の合計所得金額の見積額が４８万円以下の人
も扶養親族に含まれます。

❸ 個人番号
源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の個人番号を記載する必要が
ありますが、一定の要件の下、個人番号の記載を要しない場合がありま
すので、給与の支払者に確認してください。

❹ 老人扶養親族（昭 26.1.1 以前生）
控除対象扶養親族が年齢７０歳以上（昭和２６年１月１日以前生）の場合
には、次のとおりいずれかにチェックを付けます。
①  その人があなた又はあなたの配偶者の直系尊属で同居を常況として
いる人であるとき　 ⇒「同居老親等」

② その人が①以外の人であるとき ⇒「その他」

❺ 特定扶養親族（平 10.1.2 生～平 14.1.1 生）
控除対象扶養親族が年齢１９歳以上２３歳未満（平成１０年１月２日～平成１４
年１月１日生）の場合にチェックを付けます。

❻ 非居住者である親族
源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が非居住者である場合に〇を
付けます。この場合、親族関係書類の添付等が必要です。
※ 「非居住者」とは、国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて
１年以上国内に居所を有しない個人をいいます。

❼ 生計を一にする事実 
「非居住者である親族」欄が「○」の場合、年末調整の際に、送金額等
を記載した扶養控除等申告書を別途作成するか、提出した申告書に送金
額等を追記します。この場合、送金関係書類の添付等が必要です。

❽ 異動月日及び事由
記載事項に異動があった場合にその月日と事由を記載します。
（例） 年の中途で結婚したことにより、源泉控除対象配偶者を有するこ

ととなった場合⇒「令和２年○月○日　結婚」
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３　障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生の記入

４　住民税に関する事項の記入

佐藤隆雄、身体障害者３級　身体障害者手帳　平成27年４月 11日交付1

サトウマサル
佐藤　勝 01018 155 5 6 6 7 7 8 8 9 9 0 0 子 東京都板橋区大山東町35-1

❶ 同一生計配偶者
同一生計配偶者が一般の障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当
する場合には、該当する欄にチェックを付けます。
※ 「同一生計配偶者」とは、あなたと生計を一にする配偶者（青色事業

専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。）
で、令和２年中の合計所得金額の見積額が４８万円以下の人をいいます。

❷ 扶養親族
扶養親族が一般の障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場
合には、該当する欄にチェックを付けます。
なお、障害者控除の対象となる扶養親族は、控除対象扶養親族とは異な
り、年齢１６歳未満（平成１７年１月２日以後生）の扶養親族も対象となり
ます。

❸ 寡婦　など
あなたが寡婦、ひとり親、勤労学生に該当する場合にチェックを付けます。

（注） ひとり親に該当する場合、「令和２年分　給与所得者の扶養控除等
申告書」には「ひとり親」欄は設けられていませんので、「寡婦」、

「寡夫」又は「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に訂正するなど、適
宜の方法によりチェックを付けます。

❹ 左記の内容
左記の障害者又は勤労学生に該当する（人がいる）場合、その該当する
事実やその人の氏名などを記載します。

（注） 寡婦又はひとり親に該当する場合、死別、離婚、生死不明の別、
生計を一にする子の氏名及びその子の所得の見積額など、寡婦又
はひとり親に該当する事実の記載は必要ありません（令和２年度
の税制改正により、これらの記載が不要となりました。）。

❶ 控除対象外国外扶養親族
国内に住所を有しない扶養親族に該当する場合に〇を付けます。

❷ 単身児童扶養者
令和２年４月１日以後に提出する給与所得者の扶養親族申告書には、記
載不要となっています。
なお、既に記載済の「単身児童扶養者」欄について、訂正をするなどの
特段の対応は不要です。
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３校 P104 別紙 

 
【「寡婦（夫）控除」の適用要件などの改正】

令和２年度税制改正により、本年の年末調整から、新しい「寡婦控除」及び「ひとり親

控除」が適用されます。 
このため、次のような場合には、その旨を『扶養控除等申告書』に記載して勤務先に提

出する必要があります。 
① 本年の年末調整において新たに「ひとり親」に該当することとなる場合 
② 既に勤務先に提出している『扶養控除等申告書』に「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡

婦」に該当する旨の記載があり、本年の年末調整において上記の「寡婦」又は「ひとり

親」に該当しない場合  
 
≪扶養控除等申告書の記載例≫

以下の記載例を参考に、適宜の方法により申告してください。 
（改正前：「未婚のひとり親（寡婦（夫）、特別の寡婦に該当しない人）」→改正後：「ひと

り親」の場合） 
 
 
 
 
 
（改正前：「寡夫（特別の寡婦を除く）」、「寡夫」又は「特別の寡婦」→改正後：「非該当」

の場合） 
 
 
 
 
 
※ 詳しくは、「年末調整のしかた」の４ページ以降をご確認ください。 
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